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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ送信方法であって、
　装置によって、最大送信電力を取得することと、
　前記装置によって、前記最大送信電力及び第１のパラメータに基づいて、データチャネ
ルの送信電力及び制御チャネルの送信電力を決定することであって、
　　該第１のパラメータは、該データチャネルの帯域幅、及び該制御チャネルの帯域幅を
含み、
　　前記装置によって、前記最大送信電力及び第１のパラメータに基づいて、データチャ
ネルの送信電力及び制御チャネルの送信電力を決定することは、
　　　前記最大送信電力と第１の追加項目との合計に基づいて、前記データチャネルの送
信電力を決定することであって、該第１の追加項目は、前記制御チャネルの帯域幅及び前
記データチャネルの帯域幅に基づいて決定される、決定することと、
　　　前記最大送信電力と第２の追加項目との合計に基づいて、前記制御チャネルの送信
電力を決定することであって、該第２の追加項目は、前記制御チャネルの帯域幅及び前記
データチャネルの帯域幅に基づいて決定される、決定することと、を含む、決定すること
と、
　前記装置によって、前記制御チャネル及び前記データチャネルを同じサブフレーム内で
送信することと、を含む方法。
【請求項２】
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　前記最大送信電力は、
　前記装置の最大送信電力又は最大利用可能送信電力、
　前記サブフレーム内のすべてのキャリアでの最大送信電力又は最大利用可能送信電力、
　前記サブフレーム内の現在のキャリアでの最大送信電力又は最大利用可能送信電力、
　前記制御チャネル又は前記データチャネルに設定される、又は示される最大送信電力、
及び
　基地局によって設定される最大送信電力値、又はあらかじめ定められた最大送信電力値
のうちの１つである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記データチャネルに対して、前記第１の追加項目は、
【数１】

として表され、ＭＰＳＣＣＨは前記制御チャネルの送信帯域幅を示し、ＭＰＳＳＣＨは前
記データチャネルの送信帯域幅を示し、ａ及びｂは負ではない整数である、請求項１又は
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記制御チャネルに対して、前記第２の追加項目は、

【数２】

として表され、ＭＰＳＣＣＨは前記制御チャネルの送信帯域幅を示し、ＭＰＳＳＣＨは前
記データチャネルの送信帯域幅を示し、ａ及びｂは正の整数である、請求項１から３のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記制御チャネルは物理サイドリンク制御チャネル（ＰＳＣＣＨ）であり、前記データ
チャネルは物理サイドリンク共有チャネル（ＰＳＳＣＨ）である、請求項１から４のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記制御チャネルの送信電力は、式
【数３】

で表され、ＰＣＭＡＸ，ｃは前記最大送信電力である、請求項１から５のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項７】
　前記データチャネルの送信電力は、式

【数４】

で表され、ＰＣＭＡＸ，ｃは前記最大送信電力である、請求項１から６のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項８】
　取得ユニットであって、該取得ユニットは最大送信電力を取得するように構成される、
取得ユニットと、
　決定ユニットであって、該決定ユニットは前記最大送信電力及び第１のパラメータに基
づいて、データチャネルの送信電力及び制御チャネルの送信電力を決定するように構成さ
れ、
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　　該第１のパラメータは、前記データチャネルの帯域幅、及び前記制御チャネルの帯域
幅を含み、
　　該決定ユニットが、
　　前記最大送信電力と第１の追加項目との合計に基づいて、前記データチャネルの送信
電力を決定することであって、該第１の追加項目は、前記制御チャネルの帯域幅及び前記
データチャネルの帯域幅に基づいて決定される、決定することと、
　　前記最大送信電力と第２の追加項目との合計に基づいて、前記制御チャネルの送信電
力を決定することであって、該第２の追加項目は、前記制御チャネルの帯域幅及び前記デ
ータチャネルの帯域幅に基づいて決定される、決定することと、
を行うように構成される、決定ユニットと、
　送信ユニットであって、該送信ユニットは前記制御チャネル及び前記データチャネルを
同じサブフレーム内で送信するように構成される、送信ユニットと、を含む装置。
【請求項９】
　前記最大送信電力は、
　前記装置の最大送信電力又は最大利用可能送信電力、
　前記サブフレーム内のすべてのキャリアでの最大送信電力又は最大利用可能送信電力、
　前記サブフレーム内の現在のキャリアでの最大送信電力又は最大利用可能送信電力、
　前記制御チャネル又は前記データチャネルに設定される、又は示される最大送信電力、
及び
　基地局によって設定される最大送信電力値、又はあらかじめ定められた最大送信電力値
のうちの１つである、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記データチャネルに対して、前記第１の追加項目は、
【数５】

として表され、ＭＰＳＣＣＨは前記制御チャネルの送信帯域幅を示し、ＭＰＳＳＣＨは前
記データチャネルの送信帯域幅を示し、ａ及びｂは負ではない整数である、請求項８又は
９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記制御チャネルに対して、前記第２の追加項目は、

【数６】

として表され、ＭＰＳＣＣＨは前記制御チャネルの送信帯域幅を示し、ＭＰＳＳＣＨは前
記データチャネルの送信帯域幅を示し、ａ及びｂは正の整数である、請求項８から１０の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記制御チャネルは物理サイドリンク制御チャネル（ＰＳＣＣＨ）であり、前記データ
チャネルは物理サイドリンク共有チャネル（ＰＳＳＣＨ）である、請求項８から１１のい
ずれか一項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記制御チャネルの送信電力は、式

【数７】

で表され、ＰＣＭＡＸ，ｃは前記最大送信電力である、請求項８から１２のいずれか一項
に記載の装置。
【請求項１４】
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　前記データチャネルの送信電力は、式
【数８】

で表され、ＰＣＭＡＸ，ｃは前記最大送信電力である、請求項８から１３のいずれか一項
に記載の装置。
【請求項１５】
　前記装置は端末デバイスである、請求項８から１４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１６】
　コンピュータに請求項１から７のいずれか一項に記載の方法を実行させるプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、通信分野、より具体的には、データ送信方法及びその端末デバイ
スに関連する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インテリジェント技術の発展に伴い、インテリジェント交通や無人運転などの技
術がより注目を集めている。前述の産業を発展させるために、インターネット・オブ・ビ
ークルの技術及び標準が極めて重要である。インターネット・オブ・ビークル技術によれ
ば、ビークル・ツー・エブリシング（Vehicle　to　X、Ｖ２Ｘ）通信は、ビークル・ツー
・ビークル（Vehicle　to　Vehicle、Ｖ２Ｖ）通信、ビークル・ツー・インフラストラク
チャ（Vehicle　to　Infrastructure、Ｖ２Ｉ）通信、ビークル・ツー・ペデストリアン
（Vehicle　to　Pedestrian、Ｖ２Ｐ）通信、ペデストリアン・ツー・ビークル（Pedestr
ian　to　Vehicle、Ｐ２Ｖ）通信等を含む。Ｖ２Ｘ通信における基本的な問題は、様々な
複雑な環境で車両と様々なデバイスの間でどのように効率的な通信を達成するか、特に、
どのように通信信頼性を向上し、通信遅延を減らすかである。
【０００３】
　第３世代パートナシッププロジェクト（3rd　Generation　Partnership　Project、３
ＧＰＰ）は、既存のデバイス・ツー・デバイス（Device　to　Device、Ｄ２Ｄ）プロトコ
ルに基づいてインターネット・オブ・ビークルが研究されることを推奨している。しかし
、既存のＤ２Ｄプロトコルでは、Ｖ２Ｘ通信のために使用される制御情報及びデータ情報
は異なる時間に送信され、追加の遅延をもたらす。Ｖ２Ｘ通信の研究では、遅延を減らす
ために制御情報及びデータ情報が同じサブフレーム内で送信されることが推奨される。し
かし、これは、Ｖ２Ｘ通信の制御チャネルとデータチャネルの間でどのように送信電力を
割り当てるかという新たな問題を引き起こす。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の一実施形態は、制御情報及びデータ情報のための送信電力を効果的に割り当て
るデータ送信方法を提供する。
【０００５】
　第１の態様によれば、データ送信方法が提供され、その方法は、ユーザ機器ＵＥによっ
て、最大送信電力を取得することと、ＵＥによって、最大送信電力及び第１のパラメータ
に基づいてデータチャネルの送信電力及び／又は制御チャネルの送信電力を決定すること
であって、第１のパラメータは、データチャネルの帯域幅、制御チャネルの帯域幅、又は
第１のリンクのキャリアのキャリアタイプのうちの少なくとも１つを含む、決定すること
と、ＵＥによって、制御チャネル及びデータチャネルを同じサブフレーム内で送信するこ
とと、を含む。
【０００６】
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　したがって、本発明のこの実施形態では、データチャネル及び制御チャネルが同じサブ
フレーム内で送信されるとき、データチャネルの送信電力及び制御チャネルの送信電力は
、最大送信電力、データチャネルの帯域幅、制御チャネルの帯域幅、又は第１のリンクの
キャリアのキャリアタイプのうちの少なくとも１つに基づいて決定されることができ、制
御情報及びデータの送信電力を適切に決定する。
【０００７】
　第１の態様を参照して、第１の態様の第１の可能な実施態様では、ＵＥによって、最大
送信電力及び第１のパラメータに基づいてデータチャネルの送信電力及び／又は制御チャ
ネルの送信電力を決定することは、第１の電力と最大送信電力の間の比例関係に基づいて
電力倍率を決定することであって、第１の電力はデータチャネルの第２の電力と制御チャ
ネルの第３の電力との合計であり、第２の電力は第１のパラメータに含まれるデータチャ
ネルの帯域幅及び／又は制御チャネルの帯域幅に基づいて決定され、第３の電力は、第１
のパラメータに含まれるデータチャネルの帯域幅及び／又は制御チャネルの帯域幅に基づ
いて決定される、決定することと、倍率に基づいて制御チャネルの送信電力及び／又はデ
ータチャネルの送信電力を決定することと、を含む。
【０００８】
　したがって、本発明のこの実施形態は、同じサブフレーム内で送信されるデータチャネ
ル及び制御チャネルに対する送信電力割り当て方法を提供することができ、最大送信電力
が制限されるときに使用される電力割り当て方法を提供する。
【０００９】
　第１の態様及び第１の態様の前述の実施態様を参照して、第１の態様の第２の可能な実
施態様では、第１の電力と最大送信電力の間の比例関係に基づいて電力倍率を決定するこ
とは、第１の電力に対する最大送信電力の比率を決定することと、倍率の値としてその比
率と１とのうちの小さい方の値を決定することを含む。
【００１０】
　第１の態様及び第１の態様の前述の実施態様を参照して、第１の態様の第３の可能な実
施態様では、電力倍率に基づいて制御チャネルの送信電力及び／又はデータチャネルの送
信電力を決定することは、データチャネルの送信電力として、電力倍率と第２の電力との
積を使用すること、及び／又は制御チャネルの送信電力として、電力倍率と第３の電力と
の積を使用することを含む。
【００１１】
　第１の態様及び第１の態様の前述の実施態様を参照して、第１の態様の第４の可能な実
施態様では、第１のパラメータは制御チャネルの送信帯域幅及びデータチャネルの送信帯
域幅を含み、ＵＥによって、最大送信電力及び第１のパラメータに基づいてデータチャネ
ルの送信電力及び／又は制御チャネルの送信電力を決定することは、第１の電力が最大送
信電力よりも大きいかどうかを決定することであって、第１の電力は、データチャネルの
第２の電力と制御チャネルの第３の電力との合計である、決定すること、第１の電力が最
大送信電力よりも大きいとき、最大送信電力、制御チャネルの送信帯域幅、及びデータチ
ャネルの送信帯域幅に基づいてデータチャネルの送信電力を決定すること、及び／又は最
大送信電力、制御チャネルの送信帯域幅、及びデータチャネルの送信帯域幅に基づいて制
御チャネルの送信電力を決定すること、又はデータチャネルの送信電力、制御チャネルの
送信帯域幅、及びデータチャネルの送信帯域幅に基づいて制御チャネルの送信電力を決定
すること、を含む。
【００１２】
　第１の態様及び第１の態様の前述の実施態様を参照して、第１の態様の第５の可能な実
施態様では、ＵＥによって、最大送信電力及び第１のパラメータに基づいてデータチャネ
ルの送信電力及び／又は制御チャネルの送信電力を決定することは、最大送信電力と第１
の追加項目の合計に基づいて制御チャネルの送信電力及び／又はデータチャネルの送信電
力を決定することであって、第１の追加項目は、制御チャネルの帯域幅及びデータチャネ
ルの帯域幅に基づいて決定される、決定することを含む。
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【００１３】
　第１の態様及び第１の態様の前述の実施態様を参照して、第１の態様の第６の可能な実
施態様では、ＵＥによって、最大送信電力及び第１のパラメータに基づいてデータチャネ
ルの送信電力及び／又は制御チャネルの送信電力を決定することは、第１の電力が最大送
信電力よりも大きいかどうかを決定することであって、第１の電力はデータチャネルの第
２の電力と制御チャネルの第３の電力との合計である、決定することと、第１の電力が最
大電力よりも大きいとき、倍率及び第２の電力に基づいてデータチャネルの送信電力を決
定し、倍率及び第３の電力に基づいて制御チャネルの送信電力を決定することであって、
倍率は第１の電力に対する最大送信電力の比率以下である、決定することと、を含む。
【００１４】
　第１の態様及び第１の態様の前述の実施態様を参照して、第１の態様の第７の可能な実
施態様では、最大送信電力は、ＵＥの最大送信電力又は最大利用可能送信電力、アップリ
ンクサブフレーム内のすべてのキャリアでの最大送信電力又は最大利用可能送信電力、サ
ブフレーム内の現在のキャリアでの最大送信電力又は最大利用可能送信電力、制御チャネ
ル又はデータチャネルに設定される、又は示される最大送信電力、及び基地局によって設
定される最大送信電力値又はあらかじめ定められた最大送信電力値のうちの１つである。
【００１５】
　第１の態様及び第１の態様の前述の実施態様を参照して、第１の態様の第８の可能な実
施態様では、ＵＥによって、最大送信電力及び第１のパラメータに基づいてデータチャネ
ルの送信電力及び制御チャネルの送信電力を決定することの前に、その方法はさらに、
　第１のリンクのキャリアが第１のタイプのキャリアであると決定することを含む。
【００１６】
　第１のリンクのキャリアが第１のタイプのキャリアであると決定されるとき、第１の態
様、又は第１の態様の第１から第７の可能な実施態様のいずれか１つが実行されると理解
されたい。
【００１７】
　第１の態様及び第１の態様の前述の実施態様を参照して、第１の態様の第９の可能な実
施態様では、第１のパラメータは第１のリンクのキャリアのキャリアタイプを含み、ＵＥ
によって、最大送信電力及び第１のパラメータに基づいてデータチャネルの送信電力及び
制御チャネルの送信電力を決定することは、第１のリンクのキャリアが第２のタイプのキ
ャリアであるとき、データチャネルの送信電力として、データチャネルの最大送信電力を
決定すること、及び／又はデータチャネルの送信電力、データチャネルの帯域幅、及び制
御チャネルの帯域幅に基づいて制御チャネルの送信電力を決定すること、又は制御チャネ
ルの最大送信電力として、制御チャネルの最大送信電力を決定することを含む。
【００１８】
　第１の態様及び第１の態様の前述の実施態様を参照して、第１の態様の第１０の可能な
実施態様では、第１のタイプのキャリアは、第１のリンクのキャリアが第１のリンク及び
第２のリンクを含むこと、第１のリンクのキャリアが電力制御パラメータを決定するため
に使用される参照信号を含むこと、第１のリンクのキャリアのタイプが指示情報に基づい
て第１のタイプのキャリアであると決定されること、又は第１のリンクのキャリアの送信
電力パラメータを決定するための指示情報が含まれることの特性のうちの少なくとも１つ
に基づいて決定される。
【００１９】
　第１の態様及び第１の態様の前述の実施態様を参照して、第１の態様の第１１の可能な
実施態様では、第２のタイプのキャリアは、第１のリンクのキャリアが第１の送信のみを
含むこと、第１のリンクのキャリアが電力制御パラメータを決定するために使用される参
照信号を含まないこと、第１のリンクのキャリアの送信電力パラメータを決定するための
指示情報が含まれないこと、又は第１のリンクのキャリアのタイプが指示情報に基づいて
第２のタイプのキャリアであると決定されることの特性のうちの少なくとも１つに基づい
て決定される。
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【００２０】
　第１の態様及び第１の態様の前述の実施態様を参照して、第１の態様の第１２の可能な
実施態様では、データチャネルの第２の電力値は、ＵＥとサービングセルの間のパスロス
に基づいて決定される電力値である、若しくはデータチャネルの第２の電力値はデータチ
ャネルでの最大電力値と、ＵＥとサービングセルの間のパスロスに基づいて決定される電
力値とのうちの小さい方の値であり、又は制御チャネルの第３の電力は、ＵＥとサービン
グセルの間のパスロスに基づいて決定される制御チャネルの電力値であり、又は制御チャ
ネルの第３の電力は、データチャネルの電力値と、データチャネル及び制御チャネルの帯
域幅とに基づいて決定される電力値であり、若しくは制御チャネルの第３の電力値は、デ
ータチャネルでの最大電力値と、ＵＥとサービングセルとの間のパスロスに基づいて決定
されたデータチャネルの電力値とのうちの小さい方の値である。
【００２１】
　第２の態様によれば、第１の態様又は第１の態様の任意の可能な実施態様における方法
を実行するように構成された端末デバイスが提供される。具体的には、端末デバイスは、
第１の態様又は第１の態様の任意の可能な実施態様における方法を実行するためのユニッ
トを含む。
【００２２】
　第３の態様によれば、装置が提供され、装置はトランシーバ、メモリ、プロセッサ、及
びバスシステムを含む。トランシーバ、メモリ、及びプロセッサはバスシステムを使用す
ることによって接続され、メモリは命令を記憶するように構成され、プロセッサはメモリ
に記憶された命令を実行して、信号を受信及び／又は送信するようにトランシーバを制御
するように構成される。プロセッサがメモリに記憶された命令を実行するとき、プロセッ
サは、第１の態様又は第１の態様の任意の可能な実施態様における方法を実行する。
【００２３】
　第４の態様によれば、コンピュータプログラム製品が提供され、コンピュータプログラ
ム製品はコンピュータプログラムコードを含む。コンピュータプログラムコードが受信ユ
ニット、処理ユニット、及び送信ユニット、又は端末装置の受信器、プロセッサ、及び送
信器によって実行されるとき、端末デバイスは、第１の態様及び第１の態様の実施態様に
おける任意のデータ送信方法を実行する。
【００２４】
　第５の態様によれば、コンピュータ可読記憶媒体が提供され、コンピュータ可読記憶媒
体はプログラムを記憶し、プログラムは、ユーザ機器が第１の態様及び第１の態様の実施
態様における任意のデータ送信方法を実行することを可能にする。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
　本発明の実施形態における技術的解決策をより明確に説明するために、以下は、本発明
の実施形態を説明するために必要とされる添付図面を簡単に説明する。明らかに、以下の
説明での添付図面は、本発明の一部の実施形態を示すにすぎず、当業者は、創造的な努力
をせずとも、これらの添付図面から別の図面をさらに導出してよい。
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態によるＶ２Ｖ通信シナリオの概略図である。
【図２】本発明の一実施形態による適用シナリオの概略図である。
【図３】本発明の一実施形態による適用シナリオの別の概略図である。
【図４】本発明の一実施形態による適用シナリオの別の概略図である。
【図５Ａ】本発明の一実施形態による、ＳＡ及びデータが同じサブフレーム内にあること
を示す概略図である。
【図５Ｂ】本発明の一実施形態による、ＳＡ及びデータが同じサブフレーム内にあること
を示す概略図である。
【図６】本発明の一実施形態による送信電力を決定するための方法のフローチャートであ
る。
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【図７】本発明の一実施形態による端末デバイスの概略ブロック図である。
【図８】本発明の一実施形態による装置の概略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下は、本発明の実施形態における添付図面を参照して、本発明の実施形態における技
術的解決策を明確かつ完全に説明する。明らかに、説明される実施形態は、本発明の実施
形態の一部であって、すべてではない。創造的な努力をせずとも本発明の実施形態に基づ
いて当業者によって得られる他のすべての実施形態は、本発明の保護範囲内に入るものと
する。
【００２８】
　図１は、本発明の一実施形態によるＶ２Ｖ通信シナリオの概略図である。図１は、車線
上の４台の車両間の通信の概略図である。
【００２９】
　Ｖ２Ｖ通信では、アシスト運転及び自動運転は、複数のオンボード・ユニット（On　bo
ard　Unit、ＯＢＵ）間の無線通信を介して実施されてよく、それによって効果的に、交
通効率を向上させ、交通事故を防止し、運転リスクを低減する。
【００３０】
　図２及び図３は、本発明の実施形態による適用シナリオの概略図である。図２及び図３
では、ＵＥ２０は基地局１０と直接通信することができ、ＵＥ２０は中継（relay）ＵＥ
と呼ばれることがある。ＵＥ３０は基地局１０と直接通信することができない可能性があ
るが、ＵＥ３０はＵＥ２０と通信することができるため、ＵＥ３０はＵＥ２０を使用する
ことによって基地局１０との通信を実施することができる。ＵＥ３０は遠隔（remote）Ｕ
Ｅと呼ばれることがある。
【００３１】
　図２では、ＵＥ２０と、ＵＥ２０と通信することができるＵＥ３０の間の通信距離は比
率較的短く、例えば、１０メートル（ｍ）程度である。図３では、ＵＥ２０と、ＵＥ２０
と通信することができるＵＥ３０の間の通信距離は比率較的長く、例えば、１００ｍから
１０００ｍ程度である。
【００３２】
　図４は、図２及び図３の概略シナリオに基づいた、本発明の一実施形態による実際の適
用シナリオの概略図である。図４におけるエボルブド・ノードＢ（evolved　NodeB、ｅＮ
Ｂ）は、図２及び図３における基地局１０に相当する。図４における路側機（Road　Side
　Unit、ＲＳＵ）、ＵＥ１、ＵＥ２、及びＵＥ３は、図２及び図３におけるＵＥ２０及び
ＵＥ３０であり得る。例えば、ＲＳＵはＵＥ２０であり、ｅＮＢと直接通信することがで
きる。ＵＥ１、ＵＥ２、及びＵＥ３は、ＵＥ３０であり、ＲＳＵを使用することによって
ｅＮＢと通信することができる。追加的に、図４はさらに、全球測位衛星システム（Glob
al　Navigation　Satellite　System、ＧＮＳＳ）を示し、これは別のネットワーク要素
に位置情報などの情報を提供するために使用され得る。
【００３３】
　ＲＳＵは、車両用デバイスとして機能してもよく、ｅＮＢとして機能してもよい。ＵＥ
１、ＵＥ２、及びＵＥ３は、車両用デバイスとしてよく、サイドリンク（Sidelink）を使
用して互いにＶ２Ｖ通信を行ってよい。車両用デバイスは、車両とともに高速で移動する
。例えば、相対移動速度は、ＵＥ１及びＵＥ２が互いに対して移動するときに最も大きい
。
【００３４】
　図４に示されるデバイスは、通信中にセルラーリンクのスペクトルを使用してもよく、
５．９ＧＨｚ付近のインテリジェント・トランスポーテーション・スペクトルを使用して
もよい。デバイス間の相互通信のための技術は、ＬＴＥプロトコルに基づいて強化されて
もよく、又はＤ２Ｄ技術を使用することによって強化されてもよい。
【００３５】
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　本発明のこの実施形態では、サイドリンクがＵＥとＵＥの間の通信リンクであり得る。
サイドリンクは、Ｄ２Ｄ通信においてＤ２Ｄリンクとも呼ばれ、又は他のいくつかのシナ
リオではＰＣ５リンクとも呼ばれる。インターネット・オブ・ビークルでは、サイドリン
クは、Ｖ２Ｖリンク、ビークル・ツー・インフラストラクチャ（Vehicle　to　Infrastru
cture、Ｖ２Ｉ）リンク、ビークル・ツー・ペデストリアン（Vehicle　to　Pedestrian、
Ｖ２Ｐ）リンク等とも呼ばれることがある。サイドリンクは、情報を次の形式のうちのい
ずれかで送信してよい。すなわち、ブロードキャスト、ユニキャスト、マルチキャスト、
及びグループキャストである。サイドリンクは、セルラーリンクのスペクトルを使用して
よく、例えば、セルラーリンクのアップリンク・スペクトルを使用してよい。
【００３６】
　本発明のこの実施形態では、ＵＥは端末と呼ばれることもあり、車両上のＯＢＵ、路側
ＲＳＵ、歩行者により使用される携帯電話等を含んでよい。
【００３７】
　Ｖ２Ｖ通信では、図５に示すように、制御情報（例えばＳＡ）及びデータ（Ｄａｔａ）
は、同じサブフレーム内で送信することが推奨される。図５Ａでは、ＳＡ及びデータは同
じサブフレーム内の隣接しない周波数領域位置にある。図５Ｂでは、ＳＡ及びデータは同
じサブフレーム内の隣接する周波数領域位置にある。言い換えると、ＳＡ及びデータの周
波数領域位置は隣接しても隣接していなくてもよい。追加的に、ＳＡは、物理サイドリン
ク制御チャネル（Physical　Sidelink　Control　Channel、ＰＳＣＣＨ）などの独立した
物理チャネルで搬送され得る。代替的には、ＳＡ及びデータは、物理サイドリンク共有チ
ャネル（Physical　Sidelink　Shared　channel、ＰＳＳＣＨ）などの同じ物理チャネル
で搬送され得る。
【００３８】
　Ｒｅｌ－１２のＤ２Ｄプロトコルでは、ＳＡを搬送するチャネルはＰＳＣＣＨチャネル
とも呼ばれ、これはＵＥ間で制御情報を送信するために使用される。制御情報は、時間周
波数リソースの位置、リソースサイズ、データ部分を送信するための変調符号化方式（Mo
dulation　and　Coding　Scheme、ＭＣＳ）値等のパラメータ情報を受信機に示すために
使用される。Ｒｅｌ－１２のＤ２Ｄでは、ＳＡ及びデータは異なるサブフレームで送信さ
れるため、ＳＡ及びデータの送信電力は、対応するサブフレームで別々に設定され得る。
【００３９】
　現在のＬＴＥシステムでは、１つのサブフレームによって占有される持続時間は一般に
１ミリ秒（ｍｓ）であるが、１つのサブフレームの持続時間は本発明のこの実施形態にお
いて限定されないことに留意されたい。具体的には、本発明のこの実施形態では、１つの
サブフレームの持続時間は、１つの送信によって占有される最も基本的な持続時間として
よく、１つのサブフレームの持続時間はあらかじめ定められた持続時間としてよい。例え
ば、１つのサブフレームの持続時間は、１ｍｓとしてもよく、２ｍｓ、１０ｍｓ等、１ｍ
ｓより長くしてもよく、又は０．６２５ｍｓ、０．１２５ｍｓ、０．２ｍｓ等、１ｍｓよ
り短くしてもよい。
【００４０】
　ＳＡ及びデータの並列送信は、マルチキャリア・システムに基づいている。送信機の場
合、１サブフレーム内の総利用可能送信電力は固定されている。例えば、総利用可能送信
電力は、ＵＥの最大送信電力を超えない。ＳＡ及びデータが同じサブフレーム内で送信さ
れるシナリオでは、基地局が最大送信電力を使用するようにユーザ機器（User　Equipmen
t、ＵＥ）に指示するとき、最大送信電力がＳＡに使用される場合、データに利用可能な
送信電力がない。その逆もまた同様である。
【００４１】
　本発明のこの実施形態は、ＵＥが同じサブフレーム内でＳＡ及びデータを送信する必要
があるときにデータチャネル及び制御チャネルの送信電力をどのように決定するか、特に
、ＵＥが最大送信電力を使用するときに、制御情報及びデータに対する送信電力をどのよ
うに決定するかという問題を解決することを目的とする。
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【００４２】
　第１のリンクは、ＵＥ間の通信リンクを示し、Ｄ２Ｄリンク、Ｖ２Ｘリンク、サイドリ
ンク（Sidelink）等であり得る。例えば、第１のリンクは、図２又は図３におけるＵＥ２
０とＵＥ３０の間のリンクでもよく、又は図４におけるＲＳＵとＵＥ３の間のリンクでも
よい。第１のリンクでの通信は、次の方法のうちのいずれかで実行され得る。すなわち、
ユニキャスト、グループキャスト、及びブロードキャストである。
【００４３】
　第２のリンクは、ＵＥと基地局の間の通信リンクを示し、セルラーリンクであり得る。
例えば、第２のリンクは、図２又は図３におけるＵＥ２０／ＵＥ３０と基地局１０の間の
リンクでもよく、又は図４におけるＲＳＵとｅＮＢの間のリンクでもよい。
【００４４】
　中継ＵＥは、基地局と直接通信することができ、別のＵＥからのデータを基地局に転送
することができるＵＥを示す。例えば、中継ＵＥは、図２又は図３におけるＵＥ２０でも
よく、又は図４におけるＲＳＵでもよい。
【００４５】
　遠隔ＵＥは、基地局と直接通信することはできない可能性があるが、中継ＵＥを使用す
ることによって基地局と通信することができるＵＥを示す。例えば、遠隔ＵＥは、図２又
は図３におけるＵＥ３０でもよく、あるいは図４におけるＵＥ１、ＵＥ２、又はＵＥ３で
もよい。
【００４６】
　図６は、本発明の一実施形態による方法の概略フローチャートである。その方法はＵＥ
によって実行され、このＵＥは前述の中継ＵＥでもよいし、又は前述の遠隔ＵＥでもよい
。図６に示すように、方法６００は以下のステップを含む。
【００４７】
　ステップ６１０。ユーザ機器ＵＥは、第１のリンクの最大送信電力を取得する。
【００４８】
　ステップ６２０。ＵＥは、最大送信電力及び第１のパラメータに基づいて、データチャ
ネルの送信電力及び／又は制御チャネルの送信電力を決定する。
【００４９】
　第１のパラメータは、次のうち少なくとも１つを含む：データチャネルの帯域幅、制御
チャネルの帯域幅、又は第１のリンクのキャリアのキャリアタイプ。
【００５０】
　ステップ６３０。ＵＥは、制御チャネル及びデータチャネルを同じサブフレーム内で送
信する。
【００５１】
　ステップ６１０では、第１のリンクの最大送信電力は、第１のリンクの許容送信電力の
閾値である。ＵＥが制御チャネル及びデータチャネルの送信電力をどのように割り当てて
も、制御チャネルの送信電力とデータチャネルの送信電力の合計は、第１のリンクの許容
最大送信電力を超えるべきではない。
【００５２】
　最大送信電力は、ＰＣＭＡＸ，ｃ又は
【数００５９】

として表され、以下の意味のうちのいずれかを有する。すなわち、
　ＵＥ側での最大送信電力又は最大利用可能送信電力、
　現在のサブフレーム内のすべてのキャリアでの最大送信電力又は最大利用可能送信電力
、
　現在のサブフレーム内の現在のキャリアでの最大送信電力又は最大利用可能送信電力、
若しくは
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　ＵＥの最大送信電力レベル、又は
　第１の最大送信電力は、基地局によって設定される最大送信電力によって示される最大
送信電力値、又はあらかじめ定められた最大送信電力値であり得る。
【００５３】
　最大送信電力は、ＰＣＭＡＸ，ｃ、
【数００６０】

、ＰＣＭＡＸ、ＰＭＡＸ、ＰＵＭＡＸ、ＰＥＭＡＸ、Ｐ－ＭＡＸ等として表されてよい。
これは本発明において限定されない。
【００５４】
　最大送信電力は、あらかじめ定められてもよく、又はシグナリングを使用することによ
って設定されてもよく、あるいはセル内で共通としてもよく、又はユーザ固有としてもよ
い。これは本発明において限定されない。
【００５５】
　なお、本発明のこの実施形態において説明される送信電力の値は、対数値（単位はｄＢ
ｍであり得る）、又は線形値（単位はミリワットｍＷ、ワットＷであり得る）を使用して
表されることがあると留意されたい。すなわち、その値は、単一の周波数領域送信リソー
ス（１ＰＲＢなど）に対する値でもよく、又は送信帯域幅全体に対する値でもよい。同様
に、本発明の以降の実施形態において説明される電力は、電力の単位に基づいた対数値又
は線形値に決定され得る。例えば、

【数００６２－１】

は最大送信電力を表す線形値、ＰＣＭＡＸ，ｃは最大送信電力を表す対数値である。本発
明では、電力を表す別のパラメータｘに対して、
【数００６２－２】

はパラメータｘの線形値を表すのに使用され、ｘはパラメータｘの対数値を表す。
【００５６】
　ＵＥが最大送信電力を取得するための方法は、最大送信電力の線形値又は対数値を取得
することを含むと理解されたい。これは本発明において限定されない。
【００５７】
　ステップ６２０では、第１のパラメータは第１のリンクのキャリアのキャリアタイプを
含み、キャリアタイプは第１のキャリアタイプでもよく、又は第２のキャリアタイプでも
よい。
【００５８】
　任意選択で、第１のタイプのキャリアは、以下の特性のうちの少なくとも１つに基づい
て決定される。すなわち、第１のリンクのキャリアが第１のリンク及び第２のリンクを含
むこと、第１のリンクのキャリアが電力制御パラメータを決定するために使用される参照
信号を含むこと、第１のリンクのキャリアのタイプが指示情報に基づいて第１のタイプの
キャリアであると決定されること、又は第１のリンクのキャリアの送信電力パラメータを
決定するための指示情報が含まれることである。
【００５９】
　任意選択で、第２のタイプのキャリアは、以下の特性のうちの少なくとも１つに基づい
て決定される。すなわち、第１のリンクのキャリアが第１のリンクのみを含むこと、第１
のリンクのキャリアが電力制御パラメータを決定するために使用される参照信号を含まな
いこと、第１のリンクのキャリアの送信電力パラメータを決定するための指示情報が含ま
れないこと、又は第１のリンクのキャリアのタイプが指示情報に基づいて第２のタイプの
キャリアであると決定されることである。
【００６０】
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　電力制御パラメータを決定するために使用される参照信号は、ＣＲＳ（Cell-Specific
　Reference　Signal、セル固有参照信号）、ＣＳＩ－ＲＳ（channel　state　informati
on　reference　signal、チャネル状態情報参照信号）、ＤＭＲＳ（Demodulation　refer
ence　signal、復調参照信号）等のうちの任意の１つ又は複数であり得ることを理解され
たい。これは本発明において限定されない。
【００６１】
　さらに、第１のパラメータに含まれるデータチャネルの帯域幅はデータチャネルでのデ
ータ送信の送信帯域幅であり、制御チャネルの帯域幅は制御チャネルでのデータ送信のた
めの送信帯域幅であることを理解されたい。
【００６２】
　データチャネルの送信電力及び／又は制御チャネルの送信電力が最大送信電力及び第１
のパラメータに基づいて決定された後、データチャネル及び制御チャネルは、決定された
データチャネルの送信電力及び／又は制御チャネルの送信電力に基づいて同じサブフレー
ム内でそれぞれ送信される。
【００６３】
　したがって、本発明のこの実施形態では、データチャネル及び制御チャネルが同じサブ
フレーム内で送信されるとき、データチャネルの送信電力及び制御チャネルの送信電力は
、最大送信電力、データチャネルの帯域幅、制御チャネルの帯域幅、又は第１のリンクの
キャリアのキャリアタイプのうちの少なくとも１つに基づいて決定されることができ、制
御情報及びデータの送信電力を適切に決定する。
【００６４】
　任意選択で、本発明の一実施形態では、ＵＥが、最大送信電力及び第１のパラメータに
基づいてデータチャネルの送信電力及び／又は制御チャネルの送信電力を決定することは
、第１の電力と最大送信電力の間の比例関係に基づいて電力倍率を決定することであって
、第１の電力は、データチャネルの第２の電力と制御チャネルの第３の電力との合計であ
り、第２の電力は、第１のパラメータに含まれるデータチャネルの帯域幅及び／又は制御
チャネルの帯域幅に基づいて決定され、第３の電力は、第１のパラメータに含まれるデー
タチャネルの帯域幅及び／又は制御チャネルの帯域幅に基づいて決定される、決定するこ
とと、倍率に基づいて制御チャネルの送信電力及びデータチャネルの送信電力を決定する
ことと、を含む。
【００６５】
　任意選択で、本発明の一実施形態では、データチャネルの第２の電力値は、ＵＥとサー
ビングセルの間のパスロスに基づいて決定された電力値である、若しくは
　データチャネルの第２の電力値は、データチャネルでの最大電力値と、ＵＥとサービン
グセルの間のパスロスに基づいて決定された電力値とのうちの小さい方の値である、若し
くは
　制御チャネルの第２の電力は、制御チャネルの電力値と、データチャネル及び制御チャ
ネルの帯域幅とに基づいて決定された電力値である、若しくは
　制御チャネルの第２の電力は、ＵＥとサービングセルの間のパスロスに基づいて決定さ
れた制御チャネルの電力値である、又は
　制御チャネルの第３の電力は、データチャネルの電力値と、データチャネル及び制御チ
ャネルの帯域幅とに基づいて決定された電力値である、若しくは
　制御チャネルの第３の電力値は、データチャネルでの最大電力値と、ＵＥとサービング
セルの間のパスロスに基づいて決定されたデータチャネルの電力値とのうちの小さい方の
値である。
【００６６】
　任意選択で、制御チャネルはＰＳＣＣＨチャネルであり、データチャネルはＰＳＳＣＨ
チャネルであると想定される。第３の電力はＰＰＳＣＣＨ＿０と表され、第２の電力はＰ

ＰＳＳＣＨ＿０と表される。
【００６７】
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　モード３では、データチャネルの送信電力ＰＰＳＳＣＨは、サービスチャネルでの最大
電力値と、パスロスに基づいて決定される送信電力値とのうちの小さい方の値に基づいて
決定され、以下の式を用いて表される。すなわち、
【数００７４】

［ｄＢｍ］である。
【００６８】
　モード３では、制御チャネルの送信電力ＰＰＳＣＣＨは、データチャネルの電力値と、
制御チャネル及びサービスチャネルの帯域幅値とに基づいて決定され、以下の式を用いて
表される。すなわち、

【数００７５－１】

［ｄＢｍ］、又は
【数００７５－２】

［ｄＢｍ］である。ここで、ａはあらかじめ定められた定数である。例えば、ａは、－３
、０、又は３であり得る。これは、本明細書において限定されない。
【００６９】
　モード４では、データチャネルの送信電力ＰＰＳＳＣＨは、データチャネルでの最大電
力値と、パスロスに基づいて決定される送信電力値とのうちの小さい方の値に基づいて決
定され、以下の式を用いて表される。すなわち、

【数００７６】

［ｄＢｍ］である。
【００７０】
　モード４では、制御チャネルの送信電力ＰＰＳＣＣＨは、データチャネルの電力値と、
制御チャネル及びデータチャネルの帯域幅値とに基づいて決定され、以下の式を用いて表
される。すなわち、

【数００７７－１】

［ｄＢｍ］、又は

【数００７７－２】

［ｄＢｍ］である。ここで、ｂはあらかじめ定められた定数である。例えば、ｂは、－３
、０、又は３であり得る。これは、本明細書において限定されない。
【００７１】
　本明細書において、計算された第３の電力ＰＰＳＣＣＨ及び第２の電力ＰＰＳＳＣＨは
対数電力値であり得る。
【００７２】
　上記の式では、ＭＰＳＣＣＨは、ＰＳＣＣＨチャネルの送信帯域幅を示し、ＭＰＳＳＣ

Ｈは、ＰＳＳＣＨチャネルの送信帯域幅を示し、
　ＰＬは、ＵＥとサービング基地局の間のパスロスの値を示し、
　αＰＳＣＣＨ，３及びαＰＳＳＣＨ，３は、モード３におけるＰＳＣＣＨチャネル及び
ＰＳＳＣＨチャネルのパスロス補償係数をそれぞれ示し、
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　αＰＳＣＣＨ，４及びαＰＳＳＣＨ，４は、モード４におけるＰＳＣＣＨチャネル及び
ＰＳＳＣＨチャネルのパスロス補償係数をそれぞれ示し、
　Ｐｏ＿ＰＳＣＣＨ，３及びＰｏ＿ＰＳＳＣＨ，３は、サービング基地局によって設定さ
れる、又はモード３においてあらかじめ定められた２つの電力パラメータ値を示し、
　Ｐｏ＿ＰＳＣＣＨ，４及びＰｏ＿ＰＳＳＣＨ，４は、サービング基地局によって設定さ
れる、又はモード４においてあらかじめ定められた２つの電力パラメータ値を示す。
【００７３】
　ＰＬは、サービング基地局によって決定された後にシグナリングの形式でＵＥに通知さ
れてもよく、又はＵＥによって決定されてもよい。パスロスの値を計算する方法について
は、従来技術を参照のこと。詳細は本明細書においては説明されない。
【００７４】
　モード３では、αＰＳＣＣＨ，３、αＰＳＳＣＨ，３、Ｐｏ＿ＰＳＣＣＨ，３、及びＰ

ｏ＿ＰＳＳＣＨ，３は、サービング基地局によってシグナリングの形式でＵＥに通知され
てもよく、又はあらかじめ定められてもよい。例えば、Ｓ６１０の前に、サービング基地
局によって送信される設定情報は、αＰＳＣＣＨ，３、αＰＳＳＣＨ，３、Ｐｏ＿ＰＳＣ

ＣＨ，３、及びＰｏ＿ＰＳＳＣＨ，３の値を含む。モード４では、その方法はモード３の
ものと同様であり、詳細は本明細書では繰り返されない。
【００７５】
　本明細書において、送信モード３及び送信モード４は、第１のリンクにおける異なる送
信モードである。例えば、送信モードは、基地局によるスケジューリングに基づいた第１
のリンクでの送信、又はＵＥによるリソース選択に基づいた第１のリンクでの送信に対応
し得る。
【００７６】
　任意選択で、本発明の一実施形態では、第１の電力と最大送信電力の間の比例関係に基
づいて電力倍率を決定することは、第１の電力に対する最大送信電力の比率を決定するこ
とと、倍率の値としてその比率と１とのうちの小さい方の値を決定することと、を含む。
【００７７】
　任意選択で、第１の電力に対する最大送信電力の比率が第１の送信電力に対する最大送
信電力の比率として表される場合、その比率は、
【数００８４】

として表され得る。
【００７８】
　任意選択で、倍率ｗは以下の式に従って決定される。すなわち、
【数００８５】

である。
【００７９】
　任意選択で、本発明の一実施形態では、電力倍率に基づいて制御チャネルの送信電力及
び／又はデータチャネルの送信電力を決定することは、データチャネルの送信電力として
、電力倍率と第２の電力との積を使用することと、制御チャネルの送信電力として、電力
倍率と第３の電力との積を使用することと、を含む。
【００８０】
　任意選択で、データチャネルの送信電力は、倍率と第２の電力の線形値とを乗算するこ
とによって得られ、制御チャネルの送信電力は、倍率と第３の電力の線形値とを乗算する
ことによって得られる。例えば、データチャネルの送信電力及び制御チャネルの送信電力
は、以下の式に従って決定される。すなわち、
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【数００８７－１】

、及び
【数００８７－２】

である。
【００８１】
　上記の式では、ｗは倍率を示し、
【数００８８－１】

は、データチャネルの送信電力の線形値を示し、
【数００８８－２】

は、制御チャネルの送信電力の線形値を示し、
【数００８８－３】

は、データチャネルの第２の電力の線形値を示し、

【数００８８－４】

は、制御チャネルの第３の電力の線形値を示す。
【００８２】
　任意選択で、本発明の一実施形態では、ＵＥによって、最大送信電力及び第１のパラメ
ータに基づいて、データチャネルの送信電力及び制御チャネルの送信電力を決定する前に
、その方法はさらに、第１のリンクのキャリアが第１のタイプのキャリア又は第２のタイ
プのキャリアであることを決定することを含む。
【００８３】
　第１のリンクのキャリアが第１のタイプのキャリアであるとき、ＵＥは、最大送信電力
及び第１のパラメータに基づいて、データチャネルの送信電力及び制御チャネルの送信電
力を決定する。
【００８４】
　言い換えると、第１のリンクのキャリアが第１のタイプのキャリアであると決定される
とき、前述の実施形態において説明された方法に従って、ＵＥは、最大送信電力及び第１
のパラメータに基づいてデータチャネルの送信電力及び制御チャネルの送信電力を決定し
てよい。
【００８５】
任意選択で、本発明の一実施形態では、第２のタイプのキャリア、第１のパラメータが第
１のリンクのキャリアのキャリアタイプを含むこと、及びＵＥによって、最大送信電力及
び第１のパラメータに基づいて、データチャネルの送信電力及び制御チャネルの送信電力
を決定することは、第１のリンクのキャリアが第２のタイプのキャリアであるとき、デー
タチャネルの最大送信電力をデータチャネルの送信電力として決定すること、並びにデー
タチャネルの送信電力、データチャネルの帯域幅、及び制御チャネルの帯域幅に基づいて
、制御チャネルの送信電力を決定すること、又は、制御チャネルの最大送信電力を制御チ
ャネルの最大送信電力として決定することを含む。
【００８６】
　任意選択で、モード３及びモード４では、データチャネルの送信電力ＰＰＳＳＣＨは、
データチャネルでの最大送信電力に基づいて決定され、以下の式を用いて表される。すな
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わち、
【数００９３】

［ｄＢｍ］である。
【００８７】
　モード３及びモード４では、制御チャネルの送信電力ＰＰＳＣＣＨは、データチャネル
の電力値と、制御チャネル及びデータチャネルの帯域幅値とに基づいて決定され、例えば
、以下の式を用いて表される。すなわち、

【数００９４】

［ｄＢｍ］である。ここで、ａは定数である。例えば、ａは０、３、６、又は－３であり
得る。これは本明細書において限定されない。
【００８８】
　代替的には、任意選択で、モード３及びモード４では、制御チャネルの送信電力ＰＰＳ

ＣＣＨは、制御チャネルでの最大送信電力に基づいて決定され、例えば、以下の式を用い
て表される。すなわち、

【数００９５】

［ｄＢｍ］である。
【００８９】
　本明細書では、ＰＣＭＡＸ，ＰＳＣＣＨ及びＰＣＭＡＸ，ＰＳＳＣＨは、ＰＳＣＣＨ及
びＰＳＳＣＨチャネルでの最大送信電力の値をそれぞれ表す。それらの値はあらかじめ定
められてもよく、又はシグナリングを使用して設定されてもよく、及びセル内で共通でも
よく、又はユーザ固有でもよい。
【００９０】
　任意選択で、本発明の一実施形態では、第１のパラメータが制御チャネルの送信帯域幅
及びデータチャネルの送信帯域幅を含むこと、ＵＥによって、最大送信電力及び第１のパ
ラメータに基づいて、データチャネルの送信電力及び制御チャネルの送信電力を決定する
ことは、
　第１の電力が最大送信電力よりも大きいかどうかを決定することであって、第１の電力
がデータチャネルの第２の電力と制御チャネルの第３の電力との合計である、決定するこ
と、及び第１の電力が最大送信電力よりも大きいとき、最大送信電力、制御チャネルの送
信帯域幅、及びデータチャネルの送信帯域幅に基づいて、データチャネルの送信電力を決
定すること、並びに最大送信電力、制御チャネルの送信帯域幅、及びデータチャネルの送
信帯域幅に基づいて、制御チャネルの送信電力を決定すること、又はデータチャネルの送
信電力、制御チャネルの送信帯域幅、及びデータチャネルの送信帯域幅に基づいて、制御
チャネルの送信電力を決定することを含む。
【００９１】
　任意選択で、決定基準は、データチャネルの第２の電力及び制御チャネルの第３の電力
の線形値の合計が最大送信電力値よりも小さいかどうかを決定することである。例えば、
【数００９８】

である。
【００９２】
　前述の式が成り立つ場合、それは送信電力が最大電力値を超えていないことを示し、そ
うでなければ、それは送信電力が最大送信電力を超えていることを示す。
【００９３】
　任意選択で、送信電力が最大電力値を超えない場合、データチャネル及び制御チャネル
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の送信電力は以下の方法で決定される。
【００９４】
　モード３では、データチャネルの送信電力ＰＰＳＳＣＨは、サービスチャネルでの最大
電力値と、パスロスに基づいて決定される送信電力値とのうちの小さい方の値に基づいて
決定され、以下の式を用いて表される。すなわち、
【数０１０１】

［ｄＢｍ］である。
【００９５】
　モード３では、制御チャネルの送信電力ＰＰＳＣＣＨは、データチャネルの電力値と、
制御チャネル及びサービスチャネルの帯域幅値とに基づいて決定され、以下の式を用いて
表される。すなわち、
【数０１０２－１】

［ｄＢｍ］、又は
【数０１０２－２】

［ｄＢｍ］である。ここで、ａはあらかじめ定められた定数である。例えば、ａは、－３
、０、又は３であり得る。これは、本明細書において限定されない。
【００９６】
　モード４では、データチャネルの送信電力ＰＰＳＳＣＨは、データチャネルでの最大電
力値と、パスロスに基づいて決定される送信電力値とのうちの小さい方の値に基づいて決
定され、以下の式を用いて表される。すなわち、

【数０１０３】

［ｄＢｍ］である。
【００９７】
　モード４では、制御チャネルの送信電力ＰＰＳＣＣＨは、データチャネルの電力値と、
制御チャネル及びデータチャネルの帯域幅値とに基づいて決定され、以下の式を用いて表
される。すなわち、
【数０１０４－１】

［ｄＢｍ］、又は
【数０１０４－２】

［ｄＢｍ］である。ここで、ｂはあらかじめ定められた定数である。例えば、ｂは、－３
、０、又は３であり得る。これは、本明細書において限定されない。
【００９８】
　本明細書では、計算された制御チャネルの送信電力ＰＰＳＣＣＨ及びデータチャネルの
送信電力ＰＰＳＳＣＨは対数電力値であり得る。
【００９９】
　任意選択で、送信電力が最大電力値を超える場合、第１の電力が最大送信電力より大き
いとき、最大送信電力、制御チャネルの送信帯域幅、及びデータチャネルの送信帯域幅に
基づいて、データチャネルの送信電力を決定することと、最大送信電力、制御チャネルの
送信帯域幅、及びデータチャネルの送信帯域幅に基づいて、制御チャネルの送信電力を決
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　最大送信電力と第１の追加項目との合計に基づいて、制御チャネルの送信電力及びデー
タチャネルの送信電力を決定することであって、
　第１の追加項目は、制御チャネルの帯域幅及びデータチャネルの帯域幅に基づいて決定
される、決定することを含む。
【０１００】
　具体的には、データチャネルの場合、第１の追加項目は、以下の形式のうちのいずれか
１つで表され得る。すなわち、
【数０１０７－１】

、
【数０１０７－２】

、
【数０１０７－３】

、
【数０１０７－４】

、
【数０１０７－５】

、及び

【数０１０７－６】

である。
【０１０１】
　第１の追加項目の表現形式はそれらに限定されないと理解されたい。
【０１０２】
　一般に、最大送信電力と第１の追加項目との合計に基づいて決定されるデータチャネル
の送信電力は、以下の式を用いて表され得る。すなわち、

【数０１０９－１】

、
【数０１０９－２】

、
【数０１０９－３】

、又は
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【数０１０９－４】

である。ここで、ａ及びｂは負ではない整数である。
【０１０３】
　任意選択で、最大送信電力と第１の追加項目との合計に基づいて決定される制御チャネ
ルの送信電力は、以下の式のうちの１つを用いることによって表され得る。すなわち、

【数０１１０－１】

、
【数０１１０－２】

、
【数０１１０－３】

、
【数０１１０－４】

、
【数０１１０－５】

、
【数０１１０－６】

、
【数０１１０－７】

、
【数０１１０－８】

、
【数０１１０－９】

、及び

【数０１１０－１０】

である。ここで、ａとｂは正の整数である。
【０１０４】
　任意選択で、本発明の一実施形態では、ＵＥによって、最大送信電力及び第１のパラメ
ータに基づいて、データチャネルの送信電力及び／又は制御チャネルの送信電力を決定す
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ることは、第１の電力が最大送信電力よりも大きいかどうかを決定することであって、第
１の電力はデータチャネルの第２の電力と制御チャネルの第３の電力との合計である、決
定することと、第１の電力が最大送信電力よりも大きいとき、倍率及び第２の電力に基づ
いてデータチャネルの送信電力を決定することと、倍率及び第３の電力に基づいて制御チ
ャネルの送信電力を決定することであって、倍率は、第１の電力に対する最大送信電力の
比率以下である、決定することと、を含む。
【０１０５】
　任意選択で、本発明の一実施形態では、第１の送信電力が最大送信電力よりも大きいと
き、倍率及び第２の電力に基づいてデータチャネルの送信電力を決定することは、データ
チャネルの送信電力として、倍率との第２の電力との積を決定することを含み、倍率及び
第３の電力に基づいて制御チャネルの送信電力を決定することは、制御チャネルの送信電
力として、倍率と第３の電力との積を決定することを含む。
【０１０６】
　同様に、判断基準は、データチャネルの第２の電力及び制御チャネルの第３の電力の線
形値の合計が最大送信電力値未満であるかどうかを決定することである。例えば、
【数０１１３】

である。
【０１０７】
　上記の式が成り立つ場合、それはデータチャネルの第２の電力及び制御チャネルの第３
の電力の線形値の合計が最大電力値を超えないことを示す。そうでなければ、それは送信
電力が最大送信電力を超えることを示す。
【０１０８】
　任意選択で、送信電力が最大電力値を超えない場合、データチャネル及び制御チャネル
の送信電力は以下の方法で決定される。
【０１０９】
　モード３では、データチャネルの送信電力ＰＰＳＳＣＨは、サービスチャネルでの最大
電力値と、パスロスに基づいて決定される送信電力値とのうちの小さい方の値に基づいて
決定され、以下の式を用いて表される。すなわち、

【数０１１６】

［ｄＢｍ］である。
【０１１０】
　モード３では、制御チャネルの送信電力ＰＰＳＣＣＨは、データチャネルの電力値と、
制御チャネル及びサービスチャネルの帯域幅値とに基づいて決定され、以下の式を用いて
表される。すなわち、

【数０１１７－１】

［ｄＢｍ］、又は
【数０１１７－２】

［ｄＢｍ］である。ここで、ａはあらかじめ定められた定数である。例えば、ａは、－３
、０、又は３であり得る。これは、本明細書において限定されない。
【０１１１】
　モード４では、データチャネルの送信電力ＰＰＳＳＣＨは、データチャネルでの最大電
力値と、パスロスに基づいて決定される送信電力値とのうちの小さい方の値に基づいて決
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【数０１１８】

［ｄＢｍ］である。
【０１１２】
　モード４では、制御チャネルの送信電力ＰＰＳＣＣＨは、データチャネルの電力値と、
制御チャネル及びデータチャネルの帯域幅値とに基づいて決定され、以下の式を用いて表
される。すなわち、

【数０１１９－１】

［ｄＢｍ］、又は
【数０１１９－２】

［ｄＢｍ］である。ここで、ｂはあらかじめ定められた定数である。例えば、ｂは、－３
、０、又は３であり得る。これは、本明細書において限定されない。
【０１１３】
　本明細書では、計算された制御チャネルの送信電力ＰＰＳＣＣＨとデータチャネルの送
信電力ＰＰＳＳＣＨは、対数電力値であり得る。
【０１１４】
　任意選択で、制御チャネルの第３の電力及びデータチャネルの第２の電力の線形値の合
計が最大送信電力を超える場合、ｗは以下の方法で決定される。すなわち、
【数０１２１】

である。ここで、０＜ｗ≦１である。
【０１１５】
　任意選択で、データチャネルの送信電力及び制御チャネルの送信電力は以下の式に従っ
て決定される。

【数０１２２－１】

、及び
【数０１２２－２】

である。
【０１１６】
　上記の式では、ｗ（ｉ）は倍率を示し、
【数０１２３－１】

はデータチャネルの送信電力の線形値を示し、
【数０１２３－２】

は制御チャネルの送信電力の線形値を示し、
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【数０１２３－３】

はデータチャネルの第２の電力の線形値を示し、
【数０１２３－４】

は制御チャネルの第３の電力の線形値を示す。
【０１１７】
　任意選択で、本発明の一実施形態では、制御チャネル及びデータチャネルが同じ時間領
域リソースで同時に送信されない、例えば、異なるサブフレームで送信されるとき、送信
電力値は制御チャネルに及びデータチャネルに対して、以下の方法で決定される。
【０１１８】
　方法１：制御チャネル及びデータチャネルの送信電力値は、対応するチャネルでの最大
送信電力値にそれぞれ設定される。例えば、
【数０１２５－１】

、及び
【数０１２５－２】

である。
【０１１９】
　方法２：データチャネルの送信電力値は対応するチャネルでの最大送信電力値に設定さ
れ、制御チャネルの送信電力値はデータチャネルの電力値と、制御チャネル及びデータチ
ャネルの帯域幅とに基づいて設定される。例えば、
【数０１２６－１】

、及び
【数０１２６－２】

である。
【０１２０】
　上記の式では、△は定数であり、方法１及び方法２は、第１のタイプのキャリア及び／
又は第２のタイプのキャリアのために使用可能であり、好ましくは、第１のタイプのキャ
リアに適用可能である。
【０１２１】
　以上、図１から図６を参照して本発明の実施形態におけるネットワークスライス管理方
法及びネットワーク管理アーキテクチャについて詳細に説明した。以下、図７及び図８を
参照して本発明の実施形態における端末デバイスについて詳細に説明する。
【０１２２】
　図７は、本発明の一実施形態による端末デバイスの構造のブロック図である。端末デバ
イス７００は、図１から図６の方法において端末デバイスによって実行されるステップを
実行することができることを理解されたい。繰り返しを避けるために、詳細は本明細書に
おいて説明しない。端末デバイス７００は、
　最大送信電力を取得するように構成された取得ユニット７１０と、
　最大送信電力及び第１のパラメータに基づいて、データチャネルの送信電力及び／又は
制御チャネルの送信電力を決定するように構成された決定ユニット７２０であって、
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　第１のパラメータは、データチャネルの帯域幅、制御チャネルの帯域幅、又は第１のリ
ンクのキャリアのキャリアタイプのうちの少なくとも１つを含む、決定ユニット７２０と
、
　制御チャネルとデータチャネルとを同じサブフレーム内で送信するように構成された送
信ユニット７３０と、を含む。
【０１２３】
　したがって、本発明のこの実施形態では、データチャネル及び制御チャネルが同じサブ
フレーム内で送信されるとき、データチャネルの送信電力及び制御チャネルの送信電力は
、最大送信電力、データチャネルの帯域幅、制御チャネルの帯域幅、又は第１のリンクの
キャリアのキャリアタイプのうちの少なくとも１つに基づいて決定されることができ、制
御情報及びデータの送信電力を適切に決定する。
【０１２４】
　図８は、本発明の一実施形態による装置の概略構造図である。図８は、本発明のこの実
施形態において提供される装置８００を示す。装置８００は、図１から図６の方法におけ
るユーザ機器によって実行されるステップを実行することができると理解されたい。繰り
返しを避けるために、詳細は本明細書において説明されない。装置８００は、
　プログラムを記憶するように構成されたメモリ８１０と、
　別の装置と通信するように構成されたトランシーバ８２０と、
　メモリ８１０内のプログラムを実行するように構成されたプロセッサ８３０と、を含み
、プログラムが実行されると、プロセッサ８３０はさらに、トランシーバ８２０を使用す
ることによって信号を受信及び／又は送信して、最大送信電力を得るように構成され、プ
ロセッサ８３０はさらに、最大送信電力及び第１のパラメータに基づいて、データチャネ
ルの送信電力及び／又は制御チャネルの送信電力を決定するように構成され、第１のパラ
メータは、データチャネルの帯域幅、制御チャネルの帯域幅、又は第１のリンクのキャリ
アのキャリアタイプのうちの少なくとも１つを含み、トランシーバ８２０はさらに、制御
チャネル及びデータチャネルを同じサブフレーム内で送信するように構成される。
【０１２５】
　装置８００は、具体的には前述の実施形態におけるユーザ機器としてよく、前述の方法
の実施形態におけるユーザ機器に対応するステップ及び／又は手順を実行するように構成
されてよいと理解されたい。
【０１２６】
　したがって、本発明のこの実施形態では、データチャネル及び制御チャネルが同じサブ
フレーム内で送信されるとき、データチャネルの送信電力及び制御チャネルの送信電力は
、最大送信電力、データチャネルの帯域幅、制御チャネルの帯域幅、又は第１のリンクの
キャリアのキャリアタイプのうちの少なくとも１つに基づいて決定されることができ、制
御情報及びデータの送信電力を適切に決定する。
【０１２７】
　前述のプロセスのシーケンス番号は、本発明の様々な実施形態における実行シーケンス
を意味しないと理解されたい。プロセスの実行シーケンスは、プロセスの機能及び内部ロ
ジックに従って決定されるべきであり、本発明の実施形態の実施プロセスに対するいかな
る限定としても解釈されるべきではない。
【０１２８】
　当業者であれば、この明細書に開示された実施形態を参照して説明された例におけるユ
ニット及びアルゴリズムステップは、電子ハードウェア又はコンピュータソフトウェアと
電子ハードウェアとの組み合わせによって実施されることができると知っている可能性が
ある。機能がハードウェアで実行されるか、又はソフトウェアで実行されるかは、特定の
用途及び技術的解決策の設計制約条件に依存する。当業者であれば、各特定の用途につい
て説明された機能を実施するために異なる方法を使用してよいが、その実施が本発明の範
囲を超えると考えられるべきではない。
【０１２９】
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　当業者であれば、便利で簡潔な説明の目的のために、前述のシステム、装置、及びユニ
ットの詳細な作業プロセスのために、参照が前述の方法の実施形態における対応するプロ
セスに対してなされ、詳細は本明細書において繰り返されないことを明確に理解できよう
。
【０１３０】
　この出願において提供されるいくつかの実施形態において、開示されたシステム、装置
、及び方法は他の方法で実施されてもよいと理解されたい。例えば、説明された装置の実
施形態は単なる例である。例えば、ユニット分割は単なる論理的機能分割であり、実際の
実施においては他の分割でもよい。例えば、複数のユニット又は構成要素は別のシステム
に組み合わせられたり、統合されてよく、あるいはいくつかの特徴は無視されてよく、又
は実行されなくてもよい。追加的に、表示された、又は論じられた相互結合若しくは直接
結合又は通信接続は、いくつかのインタフェースを使用することによって実施されてよい
。装置又はユニット間の間接結合又は通信接続は、電子的、機械的、又は他の形式で実施
されてよい。
【０１３１】
　別々の部品として説明されたユニットは物理的に分離されていてもいなくてもよく、ユ
ニットとして表示された部分は、物理的な単位であってもなくてもよく、一箇所にあって
もよく、複数のネットワークユニットに分散されていてもよい。実施形態の解決策の目的
を達成するために、ユニットの一部又はすべてが実際の要件に基づいて選択され得る。
【０１３２】
　追加的に、本発明の実施形態における機能ユニットは、１つの処理ユニットに統合され
てもよく、ユニットの各々は物理的に単独で存在してもよく、２つ以上のユニットが１つ
のユニットに統合されてもよい。
【０１３３】
　機能がソフトウェア機能ユニットの形式で実施され、独立した製品として販売又は使用
されるとき、機能はコンピュータ可読記憶媒体に記憶され得る。そのような理解に基づい
て、本発明の技術的解決策は本質的には、又は先行技術に寄与する部分、あるいはいくつ
かの技術的解決策は、ソフトウェア製品の形式で実施され得る。コンピュータソフトウェ
ア製品は記憶媒体に記憶され、コンピュータデバイス（パーソナルコンピュータ、サーバ
、ネットワークデバイス等であり得る）に本発明の実施形態において説明された方法のス
テップの全部又は一部を実行するように指示するためのいくつかの命令を含む。前述の記
憶媒体は、ＵＳＢフラッシュドライブ、リムーバブルハードディスク、読み取り専用メモ
リ（ＲＯＭ、Read-Only　Memory）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ、Random　Access
　Memory）、磁気ディスク、光ディスク等のプログラムコードを記憶することができる任
意の媒体を含む。
【０１３４】
　前述の説明は、単に本発明の特定の実施に過ぎず、本発明の保護範囲を限定することは
意図されていない。本発明において開示された技術的範囲内で当業者によって容易に考え
出される任意の変形又は置換は、本発明の保護範囲内に入るものとする。したがって、本
発明の保護範囲は特許請求の範囲の保護範囲に従うものとする。
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